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損害防止サーキュラー No.01-09 
 
 
 
 
米国―Stevedoreに対する責任 
 
 
イントロダクション 
 Gardへは米国にて荷役中における の事故が変わることなく 連絡されてきている。このサーキュラーは米国法の下Stevedore
で に対して船が負わされる義務を取り上げる。stevedore  
 
法的責任 
The Longshore and Harbor Workers Compensation Act 
(LHWCA)は、 の安全の確保についての義務を雇用者である 会Longshoreman Stevedore 社においている。しかし、Scind
ia Steam Ship Navigation Co. v De Los Santos, 451 U.S. 156, 1981 AMC 
601(1981)のケースにおいて米国最高裁は、船主が本船上にいる に対して当然の責任を果たしていない場合、法的stevedore
に責任がありうるとしている。  
 
本船が に負う責任義務は以下の５つに分けられる。stevedore  
 

1
 

Turnover Duty of Condition 
本船は「専門の、あるいは経験のあるstevedoreであれば人身や財物への適切な安全を保って貨

物荷役を実行できる状態に本船とその装置等を保つ通常の管理」を実行せねばならない。 
 

2 Turnover Duty to Warn 
本船は、本船上あるいはその装置等に関して知っているかあるいは適切な対応を行っていれば

知っているべき危険であって、stevedoreが貨物荷役に影響を受けるであろうと考えられるが、st
evedoreは知ることが出来ず、業務遂行に然るべき能力がある 
stevedoreにとっても明らかではなく、あるいは予見することもできない危険について、stevedor
e に警告せねばならない。 
 

3 Active involvement Duty 
もし能動的に貨物荷役に関与し、不注意によりLongshoremanを負傷させた場合は本船側は責任

がありうる。 
 

4 Active Control Duty 
Stevedoreの作業中に本船の積極的な管理の下において、その場所で遭遇しうる危険やあるいは

装置による危険にLongshoremanが曝されないように管理義務を実施しえない場合、本船側に責

任がありうる。 
5 Duty to Intervene 

もしstevedoreの判断が「明らかに不注意」であり、かつ本船側が装置の「欠陥を知っており」

、そしてstevedoreがその欠陥のある装置を使用し続けて、本船側が欠陥のある装置の使用が「L
ongshoremanへの不明確な有害リスク」に至ることを察知すべきである場合、本船側は使用を阻

止し装置を修理する義務がある。 
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勧告 
Quality Management SystemとSafety Manuals 
に つの管理義務の記載を確実にしておく こと。これらは又、上級甲板職員に配布する。5  
 
Stevedoreによって使用される装置を 前に検査してテストする。turnover  
 
一等航海士はStevedore 
foremanと伴に荷役の開始時と終了時に見回る。本船の管理下であって新たに認められる問題や危険な状態を速やかに
指摘する。  
 
交代前の本船の状態について が納得していることの証としてstevedore sign-off sheetを使用する。  
 
当直航海士は荷役中に頻繁に本船上を見回るべきである。  
Noteを取り に記載する。Deck logbook  
 
航海士はデジタルカメラを携行し、不適当なものを撮影する。  
 
警戒心があり、よく 訓練された 当直に通常ではない活動を記録させる。gangway  
本船に乗下船するすべての人間の名前と雇用者名を正確に記録する を使う。gangway log  
 
Stevedoreの会社に可能ならば書面で、荷役作業中に見られた危険な作業について通告する。  
 
Stevedoreが負傷を申し立てるすべての場合において、可能ならば本船の出航前や乗組員の交代が行われる前に、本船
の権利を守り潜在的な損失を少なく するために適切な調査がおこなわれるように事故は速やかに に報告すべきであGard
る。  
 

 

mailto:marius.schonberg@gard.no

